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緊急事態宣言解除後の障害福祉サービス等における 

サービス提供について（通知） 

平素は、本市の障害福祉行政の推進に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、緊急事態宣言後の障害福祉サービス等の臨時的取扱いについて、令和２

年４月８日付け「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等におけるサービス提供

について（保福障支第１５２号）」及び令和２年４月１０日付け「緊急事態宣言

後の移動支援及び日中一時支援の臨時的取扱いについて（保福障支第１６７号）」

においてお示ししているところですが、本取扱いは、緊急事態宣言の解除後も、

当面の間は引き続き適用いたします。 

なお、今後、適用を変更又は終了する際には、改めて通知いたします。 
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